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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　８０５ｎｍの波長を含む第１の波長帯域の光と８０５ｎｍの波長を含まずそれよりも長
波長側の第２の波長帯域の光とを放射する光源装置と、この光源装置から放射された光に
より照射された被写体の前記第１の波長帯域の像及び前記第２の波長帯域の像を撮像する
撮像装置と、この撮像装置により撮像された前記第１の波長帯域の像と前記第２の波長帯
域の像とを各々赤色または緑色または青色のいずれかの色成分として表示する表示装置と
からなる観察装置を少なくとも具備する赤外観察システムにおいて、
　赤外吸収色素が投与された患者を前記撮像装置により撮像して得られた前記赤外吸収色
素が描出された静止画像データから、前記赤外吸収色素の最大色素量を検出し、その検出
結果に基づいて画像解析を行う画像解析手段を備え、
　前記表示装置は、前記画像解析手段による画像解析結果を画像化して表示することを特
徴とする赤外観察システム。
【請求項２】
　前記画像解析手段は、順次入力される前記静止画像データの色素量を比較することによ
って前記最大色素量を求めて、前記赤外吸収色素の色素量が所定の時点から前記最大色素
量となるまでの時間を検出し、その検出された前記時間に基づいて画像解析をおこなうこ
とを特徴とする請求項１に記載の赤外観察システム。
【請求項３】
　前記表示装置は、前記赤外吸収色素の色素量が所定の時点から前記最大色素量となるま
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での時間毎に疑似色を着けて時間分布を表示することによって、前記画像化を行うことを
特徴とする請求項２に記載の赤外観察システム。
【請求項４】
　前記表示装置は、前記撮像装置により撮像された画像と前記画像解析手段による画像解
析処理の結果生成される画像とを切り替えて表示し得るようにしたことを特徴とする請求
項２または請求項３に記載の赤外観察システム。
【請求項５】
　前記表示装置は、前記撮像装置により撮像された画像と前記画像解析手段による画像解
析処理の結果生成される画像とを同一画面内に並べて表示するようにしたことを特徴とす
る請求項２または請求項３に記載の赤外観察システム。
【請求項６】
　前記赤外観察システムは、赤外内視鏡システムであることを特徴とする請求項１から請
求項５までのうちいずれかひとつに記載の赤外観察システム。
【請求項７】
　８０５ｎｍの波長を含む第１の波長帯域の光と８０５ｎｍの波長を含まずそれよりも長
波長側の第２の波長帯域の光とを放射する光源装置と、この光源装置から放射された光に
より照射された被写体の前記第１の波長帯域の像及び前記第２の波長帯域の像を撮像する
撮像装置と、この撮像装置により撮像された前記第１の波長帯域の像と前記第２の波長帯
域の像とを各々赤色または緑色または青色のいずれかの色成分として表示する表示手段と
からなる観察装置を少なくとも具備する赤外観察システムによる作動方法において、
　赤外吸収色素が投与された患者を前記撮像装置により撮像して得られた前記赤外吸収色
素が描出された静止画像データから、前記赤外吸収色素の最大色素量を検出し、その検出
結果に基づいて画像解析を行う画像解析処理工程と、
　前記画像解析処理工程によって得られる画像解析結果を画像化し前記表示装置によって
表示する表示工程と、
を備えたことを特徴とする赤外観察システムによる作動方法。
【請求項８】
　前記観察装置で観察する部位は胸腔内であることを特徴とする請求項７に記載の赤外観
察システムによる作動方法。
【請求項９】
　前記赤外観察システムは、赤外内視鏡システムであることを特徴とする請求項７または
８に記載の赤外観察システムによる作動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、赤外観察システム、詳しくは光源装置及び撮像手段を有する手術用の内視
鏡装置を含む赤外観察システムに関し、さらに詳しくは撮像手段によって主に生体の血流
情報を取り込んで画像データ化し、その画像を表示したり画像解析手法によって定量化す
ることで虚血性疾患等に対する病変部の同定をおこなって外科処置を容易におこない得る
ようにする手術用の赤外観察システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、腹腔や胸腔等の体腔内に内視鏡等を挿入して外科手術をおこなう内視鏡下外科手
術が普及している。このような内視鏡下外科手術において使用される内視鏡装置には、電
荷結合素子（ＣＣＤ；Charge Coupled Device）等の撮像デバイスを用いた電子内視鏡等
がある。
【０００３】
　従来の電子内視鏡は、カラーモニター上にリアルタイムで鮮明な動画像を表示すること
ができるので、近年において広く普及し利用されている。この電子内視鏡では、通常の場
合、可視光を観察光として用いるので、これによって取得され、所定の信号処理を経て出
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力される画像データに基づいてモニター上に表示される内視鏡画像は、直視に近い観察像
となる。
【０００４】
　また、従来の電子内視鏡としては、これ以外にも、例えば近赤外光に感度を有する撮像
素子を用いることで赤外光を観察し得るようにした赤外電子内視鏡がある。この赤外電子
内視鏡では、生体での光の吸収の主な要因となるヘモグロビンや水による吸収が少ない近
赤外光を用いるので、通常使用される可視光では困難となる組織深層の情報の画像化に有
用であるという利点がある。
【０００５】
　上述のような赤外電子内視鏡を用いた観察では、血中内で８０５ｎｍ付近の近赤外光に
吸収ピークを持つ赤外吸収色素であるインドシアニングリーン（ＩＣＧ；Indocyanine Gr
een ）等の薬剤を造影剤として静脈注射により投入する方法がおこなわれている。このＩ
ＣＧを静脈注射することにより、粘膜や漿膜等の生体の血管部分に陰影が生じ、薬剤を使
用しない場合と比較して、より明瞭に血管の走行状態を観察することができる。
【０００６】
　また、内視鏡画像を表示するモニターとしては、画像の赤色成分と緑色成分と青色成分
とを示すＲ，Ｇ，Ｂ信号及び同期信号からなる４つの信号が入力され、Ｒ，Ｇ，Ｂ信号を
それぞれ赤色，緑色，青色の各光を発生させる蛍光体のドットに対応させてブラウン管ま
たは液晶表示装置等に表示させるようにしたものが主流となっている。
【０００７】
　従来の赤外観察システムとしての赤外内視鏡システムとしては、例えば特開２０００－
４１９４２号公報等によって種々提案がなされている。
【０００８】
　上記特開２０００－４１９４２号公報によって開示されている赤外内視鏡システムは、
８０５ｎｍの波長を含む第１の波長帯域の光及び８０５ｎｍの波長を含まない第２の波長
帯域の光を放射する光源手段と、この光源手段から放射された光により照射される被写体
の第１の波長帯域の像及び第２の波長帯域の像を撮像する撮像手段と、この撮像手段によ
り撮像される第１の波長帯域の像を緑色成分として表示し、第２の波長帯域の像を赤色成
分あるいは青色成分の少なくとも一方の色成分として表示する表示装置とを具備して構成
している。このような構成によって、第２の波長帯域の反射光を高コントラストで観察す
ることができるというものである。
【０００９】
　一方、内視鏡下外科手術は、従来より開腹下あるいは開胸下で実施されている手術（Op
en Surgery）を、この内視鏡下外科手術に用いる所定の内視鏡システム及び専用の処置具
（手術具）を用いておこなうことで、患者に対する侵襲性を小さくすることができるとい
う効果がある。
【００１０】
　具体的には、腹腔鏡下手術では、腹壁に腹腔鏡φ５ｍｍ～φ１２ｍｍ程度の孔を複数箇
所（３～４箇所）開けるのみで手術をおこなうことができる。このため、従来の開腹開胸
術（Open Surgery）に比べて術後の疼痛の軽減や入院期間の短縮や美容面等のいわゆる患
者ＱＯＬ（Quality Of Life）を著しく向上させることができる。
【００１１】
　内視鏡下手術は、多くの疾患に対して利用されており、胸腔鏡下手術では肺気腫や気胸
症例が、腹腔鏡下手術では胆嚢摘出術や胃または大腸等の消化器疾患に対する手術や心臓
疾患に対する手術等、さまざまな分野疾患において応用されている。
【特許文献１】特開２０００－４１９４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　ところが、内視鏡下手術では、直接組織に触れることができないので、触感が無く処置
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が煩雑になる。また、術者が患部を直接観察する場合と比較して、表示画像の解像度や立
体感の相違に起因する困難さや、特に視野内の血流情報に関しては、動脈の拍動を触知し
得うることができず、さらにその結果として末梢側の血流量の評価をおこない難い等、開
腹開胸術（Open Surgery）の場合との相違が顕著にあらわれる部分が指摘されており、そ
れらの情報を術者に提供することは非常に重要な課題となっている。
【００１３】
　本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、臓器
表面等の血流に着目し、血流分布をリアルタイムで画像として可視化すると共に、この画
像についての解析を施すことによって処置対象部位を客観的に容易にかつ正確に判断し適
切な治療及び治療効果の確認をおこなうことのできる手術用の赤外観察システム及びその
方法を提供することである。
【００１４】
　また、従来の内視鏡下手術における問題点を改善し、直視では得られない情報を赤外光
と撮像手段とを組み合わせることによって獲得し、手術のより安全性や成績の向上に寄与
することのできる手術用の赤外観察システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するために、本発明による赤外観察システムは、８０５ｎｍの波長を含
む第１の波長帯域の光と８０５ｎｍの波長を含まずそれよりも長波長側の第２の波長帯域
の光とを放射する光源装置と、この光源装置から放射された光により照射された被写体の
前記第１の波長帯域の像及び前記第２の波長帯域の像を撮像する撮像装置と、この撮像装
置により撮像された前記第１の波長帯域の像と前記第２の波長帯域の像とを各々赤色また
は緑色または青色のいずれかの色成分として表示する表示装置とからなる観察装置を少な
くとも具備する赤外観察システムにおいて、赤外吸収色素が投与された患者を前記撮像装
置により撮像して得られた前記赤外吸収色素が描出された静止画像データから、前記赤外
吸収色素の最大色素量を検出し、その検出結果に基づいて画像解析を行う画像解析手段を
備え、前記表示装置は、前記画像解析手段による画像解析結果を画像化して表示すること
を特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、臓器表面等の血流に着目し、血流分布をリアルタイムで画像として可
視化すると共に、この画像についての解析を施すことによって処置対象部位を客観的に容
易にかつ正確に判断し適切な治療及び治療効果の確認をおこない得る手術用の赤外観察シ
ステム及びその方法を提供することができる。
【００１７】
　また、直視では得られない情報を赤外光と撮像手段とを組み合わせることによって獲得
し、手術のより安全性や成績の向上に寄与し得る手術用の赤外観察システムを提供するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、図示の実施の形態によって本発明を説明する。  
　図１は、本発明の第１の実施形態の赤外観察システム（赤外内視鏡システム）に用いら
れる内視鏡装置の全体構成を示すブロック構成図である。図２は図１の内視鏡装置におけ
る光源装置に設けられる赤外可視切替フイルタの構成を示す図である。図３は、図１の内
視鏡装置における光源装置に設けられるＲＧＢ回転フイルタの構成を示す図である。図４
は、図２の赤外可視切替フイルタと図３のＲＧＢ回転フイルタとを組み合わせた際の特性
を説明する図である。図５は、画像解析処理の設定手順の流れを示す図である。図６は、
ＩＣＧの波長による透過特性を示すグラフである。図７は、ＩＣＧ投与後の時間経過と血
中濃度の関係を示すグラフである。図８は、肺組織の一部を拡大して示す要部拡大概略図
である。図９は、光の波長と観察深さとの関係を模式的に示す図である。図１０は、人工
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的に作成した肺気腫モデル及び正常部位の肺組織像である。図１１は、ＩＣＧ静脈注射後
の経過時間と肺胸膜下の血流中のＩＣＧ濃度との関係を示すグラフである。図１２は、本
実施形態の赤外観察システムのプロセッサ内に設けられる画像処理回路の内部構成の概略
を示すブロック構成図である。図１３は、画像処理回路による処理の結果表示される画像
解析表示の一例を示し、ＩＣＧ静脈注射後のＩＣＧ色素量（色の濃さ）を胸腔鏡画像とし
て表示した図である。図１４は、画像処理回路による処理の結果表示される画像解析表示
の別の一例を示す図である。図１５は、画像処理回路による処理の結果表示される画像解
析表示の他の例を示し、気腫性変化を時間遅延で評価する際の表示例を示す図である。図
１６は、肺気腫及び気胸に対して上述の赤外観察システムを用いた胸腔鏡手術において、
観察範囲を固定する手段の一例を示し、手術台に接続固定され観察装置（胸腔鏡）の一部
を保持固定するスコープホルダを示す図である。
【００１９】
　本発明の一実施形態の赤外観察システムである赤外内視鏡システムの一部を構成する内
視鏡装置１は、図１に示すように観察用の照明光束を発するための光源手段である光源装
置７と、体腔内に挿入するためのスコープ２と、このスコープ２に設けられる撮像素子（
ＣＣＤ）１５によって取得される画像信号を受けて所定の信号処理を施すプロセッサ３と
、このプロセッサ３から出力される表示用の画像信号を受けて画像を表示する表示装置で
あるモニター４と、例えばデジタル形式の画像信号を記録するデジタルファイリング装置
や画像を写真として記録する写真撮影装置等の周辺装置５等とによって主に構成される。
【００２０】
　光源装置７は、光を放射するキセノンランプ等の照明部材であるランプ８と、このラン
プ８の照明光路上に設けられ透過波長を制限する赤外可視切替フイルタ９と、この赤外可
視切替フイルタ９の切り替え駆動をおこなうモーター１０と、透過させる光の波長帯域を
制限する複数のフイルタを備えたＲＧＢ回転フイルタ１１と、このＲＧＢ回転フイルタ１
１を回転駆動するモーター１２と、ランプ８の照射光量を制限する照明光絞り１３と、赤
外可視切替フイルタ９を切り替えるためのに指示信号等を発生させるフイルタ切替スイッ
チ（ＳＷ）１６等を備えて構成されている。
【００２１】
　スコープ２は、光源装置７からの照明光を当該スコープ２の先端部まで伝送するライト
ガイドファイバー１４と、被写体からの光を撮像する撮像手段であり例えば電荷結合素子
（ＣＣＤ；Charge Coupled Device）等の固体撮像素子（以下、単に撮像素子と略記する
）１５を含む撮像装置等を備えて構成されている。
【００２２】
　また、スコープ２の手元側に設けられる操作部（図示せず）には、使用者が容易に押す
ことができる位置に周辺装置５を用いて画像等の記録動作を実行させる指示信号を発生さ
せるレリーズスイッチ（ＳＷ）１７と、画像解析処理の設定をおこなう指示信号を発生さ
せる画像処理設定スイッチ（ＳＷ）１９等が配設されている。
【００２３】
　なお、画像処理設定スイッチ１９を用いておこなう画像解析処理の設定は、図５に示す
手順に沿っておこなうことになる。
【００２４】
　ここで、本実施形態の赤外内視鏡システムにおける内視鏡装置１（図１参照）による画
像解析処理の設定手順を図５を用いて以下に簡単に説明する。
【００２５】
　画像解析処理の設定は、当該内視鏡装置１の実際の使用を開始するのに先だって、まず
実行される処理である。内視鏡装置１の電源がオン状態とされ、使用を開始し得る状態（
準備状態）にある時に、上述の画像処理設定スイッチ１９を操作することで任意の設定を
おこなう。
【００２６】
　内視鏡装置１が上述の準備状態にあるとき、ＣＰＵ３１（図１参照）は解析手法選択入



(6) JP 4533673 B2 2010.9.1

10

20

30

40

50

力待機状態にある（図５のステップＳ１）。
【００２７】
　この解析手法選択入力待機状態において、使用者は画像処理設定スイッチ１９を用いて
各種の処理を任意に選択することができる。ここで選択し得る処理は、例えば
・時間分布（１）処理：ＩＣＧ濃度がピーク値（図１１の符号Ｎ１，Ｂ１，Ｅ１，Ｅ２参
照）に到達するまでの時間を検知することによって目的部位が正常であるか異常であるか
を検出する処理（図５のステップＳ２）。
【００２８】
　この処理が選択されると、次のステップＳ３の処理において、閾値の設定入力操作の待
機状態になる。ここで使用者は任意に設定時間（例えば秒時（ｓｅｃ.））を入力する。
その後、画像解析処理がなされる。その結果は、ステップＳ１５においてモニター４の表
示画面上に表示される。
【００２９】
・時間分布（２）処理：ＩＣＧの描出時間、すなわちＩＣＧの描出開始時点（最小濃度限
度値（図１１の符号Ｎｓ，Ｂｓ，Ｅ１ｓ，Ｅ２ｓ））からＩＣＧの描出終了時点（図１１
の符号ＥＮＤ）までの時間を検出することによって目的部位が正常であるか異常であるか
を検出する処理（図５のステップＳ４）。
【００３０】
　この処理が選択されると、正常部位と指定領域との比較処理が実行される（図５のステ
ップＳ５）。なお、これに先立ち、使用者は解析領域の指定を所定の入力手段を用いてお
こなっておく。
【００３１】
　その後、画像解析処理がなされる。その結果は、ステップＳ１５においてモニター４の
表示画面上に表示される。
【００３２】
・ＩＣＧ量による表示（１）処理：所定の時間が経過した後におけるＩＣＧの描出状態の
静止画像データに基づいく画像解析結果を表示する処理（図５のステップＳ６）。
【００３３】
　この処理が選択されると、ＣＰＵ３１は処理選択入力待機状態になる。ここで、使用者
は所定の入力手段を用いて所望の処理（Ａ処理またはＢ処理）を選択する（図５のステッ
プＳ７）。
【００３４】
　ここで選択し得る処理のうちＡ処理は、例えば正常部位のＩＣＧ描出が最大濃度（ピー
ク値）となった時点（図１１の符号Ｎ１）、または次の処理ステップで任意に設定した時
間経過後の目的部位の状態を表示する処理である。
【００３５】
　また、Ｂ処理は、例えば正常部位のＩＣＧの描出開始時点（図１１の符号Ｎｓ）から予
め設定される所定の時間α（ｓｅｃ．）経過後（符号Ｎｓ＋α（ｓｅｃ．））の目的部位
の状態を表示する処理である。
【００３６】
　上述のＡ処理が選択された場合には、ＩＣＧ最大濃度の場合は自動的に時間が設定され
るが、任意に設定する場合は、ステップＳ８では使用者による時間設定入力がおこなわれ
る。また、Ｂ処理が選択された場合には、ステップＳ９において、所定の時間α（ｓｅｃ
．）の設定処理がおこなわれる。
【００３７】
　その後、これらに基づいて所定の画像解析処理がなされる。その結果は、ステップＳ１
５においてモニター４の表示画面上に表示される。
【００３８】
・ＩＣＧ量による表示（２）処理（図５のステップＳ１０）では、ＩＣＧの描出が最大濃
度（ピーク値）となったときの状態、例えば目的部位の観察範囲内において各部位毎のＩ
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ＣＧ描出が最大濃度（ピーク値）となった時点（図１１の符号Ｎ１，Ｂ１，Ｅ１，Ｅ２）
における描出状態の画像解析をおこなう処理（Ａ処理；図５のステップＳ１２）。または
、正常部位のＩＣＧ描出が最大濃度（ピーク値）となった時点における静止画像データに
基づいて、正常部位と指定領域との比較をおこなう画像解析処理（Ｂ処理；図５のステッ
プＳ１３）がおこなわれる。
【００３９】
　ここで、いずれの処理を選択するかは使用者が任意に選択入力をおこなって決める（図
５のステップＳ１１）。その後、画像解析処理がなされる。その結果は、ステップＳ１５
においてモニター４の表示画面上に表示される。
【００４０】
　プロセッサ３は、Ａ／Ｄ変換回路やカラーバランス補正回路等を内部に有するプリプロ
セス回路２０と、セレクト回路２３と、３つの同時化メモリ２４ｒ，２４ｇ，２４ｂと、
画像解析手段である画像処理回路２５と、色調調整回路２６と、３つのＤ／Ａ変換回路２
７ｒ，２７ｇ，２７ｂと、符号化回路２８と、調光回路２９と、露光時間制御回路３０と
、本プロセッサ３の各回路を統括的に制御するＣＰＵ３１等を備えて構成されている。
【００４１】
　ＣＰＵ３１からは、本プロセッサ３の各部に対して所定の制御信号が出力されるように
なっている。これにより、ＣＰＵ３１は当該プロセッサ３を構成する各回路を制御するよ
うになっている。
【００４２】
　また、ＣＰＵ３１からは、デジタルファイリング装置や写真撮影装置等の周辺装置５に
対して画像記録動作を指示する制御信号である画像記録指示信号が出力されるようになっ
ている。さらに、ＣＰＵ３１からは、赤外可視切替フイルタ９の切替動作を光源装置７に
対して指示する制御信号であるフイルタ切替指示信号等を出力されるようになっている。
【００４３】
　このように構成される本実施形態の内視鏡装置１の作用を以下に説明する。
【００４４】
　図１に示すように、光源装置７のランプ８からは、可視領域及び近赤外領域を含む波長
領域の光が放射される。ランプ８から放射された光は、赤外可視切替フイルタ９と照明光
絞り１３とＲＧＢ回転フイルタ１１とのそれぞれを順次通過してスコープ２のライトガイ
ドファイバー１４に入射する。
【００４５】
　赤外可視切替フイルタ９は、図２や図４Ａ及び図４Ｂに示すように可視光のみを透過す
る通常観察用の可視光透過フイルタ３５と、赤外観察に用いる近赤外領域の光を透過する
赤外光透過フイルタ３６との２つのフイルタを有している。そして、光源装置７の前面パ
ネルに配設されるフイルタ切替スイッチ１６の操作によって可視光透過フイルタ３５と赤
外光透過フイルタ３６とのいずれか一方を選択すると、モーター１０の駆動力が駆動して
赤外可視切替フイルタ９を回動させる。これによって、光路上に挿入されるフイルタの切
り替えをおこなわれる。ここで、可視光透過フイルタ３５は、可視領域の波長の光を透過
するように形成されているものである。また、赤外光透過フイルタ３６は、近赤外領域の
波長の光を透過するように形成されているものである。
【００４６】
　照明光絞り１３は、プロセッサ３の調光回路２９から出力される調光信号に応じて、光
源装置７から出射される光束の光量を制限し、撮像素子１５で撮像される画像に飽和が生
じないようにするために設けられているものである。
【００４７】
　ＲＧＢ回転フイルタ１１には、図４に示すように、透過させる光の波長帯域を制限する
Ｒフイルタ３７とＧフイルタ３８とＢフイルタ３９との３つのフイルタが配置されている
。そして、モーター１２は、プロセッサ３から送られる同期信号発生器が発生させるタイ
ミング信号によって回転駆動される。これによって、異なる波長帯域の光が順次透過する
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。
【００４８】
　Ｒフイルタ３７とＧフイルタとＢフイルタは、図４Ｃ及び図４Ｄ及び図４Ｅに示すよう
に可視領域の波長では、それぞれが赤色，緑色，青色の光束を透過する。つまり、可視光
透過フイルタ３５が光路に挿入されている場合には、ＲＧＢ回転フイルタ１１は、赤色，
緑色，青色の光を順次透過する。
【００４９】
　そして、Ｒフイルタ３７，Ｇフイルタ３８，Ｂフイルタ３９は、図４に示すように可視
領域の波長の光ばかりでなく、近赤外領域の波長の光をも透過する。したがって、赤外光
透過フイルタ３６が光路に挿入されている場合には、赤色，緑色，青色の代わりに所定の
波長の光束を透過する。この場合において、例えばＲフイルタ３７ｒは、赤色の光及び近
赤外側の波長８０５ｎｍ±１５ｎｍを透過させ，Ｇフイルタ３７は、緑色の光及び近赤外
領域の波長８０５ｎｍ±１５ｎｍを透過させ，Ｂフイルタ３７は、青色の光及び波長９３
０ｎｍ±２０ｎｍの帯域の光がそれぞれ透過させる。
【００５０】
　つまり、図４Ｃ，図４Ｄ，図４Ｅに示すように赤外可視切替フイルタ９の通常観察用の
可視光透過フイルタ３５が選択された場合には、符号Ａで示す波長領域がスコープ２のラ
イトガイドファイバー１４に入射する。また、赤外可視切替フイルタ９赤外観察用の赤外
光透過フイルタ３６が選択された場合には、符号Ｂで示す波長領域がスコープ２のライト
ガイドファイバー１４に入射する。
【００５１】
　こうしてライトガイドファイバー１４に入射した光束は、スコープ２の先端から出射さ
れて消化管等の被写体に向けて照射される。そして、スコープ２の先端部に設けられる撮
像素子１５は、被写体によって散乱し反射された光を受光する。この撮像素子１５は、Ｒ
ＧＢ回転フイルタ１１の回転に同期して駆動制御がなされる。これにより、Ｒフイルタ３
７とＧフイルタ３８とＢフイルタ３９との各照射光に対応する画像信号が順次プロセッサ
３に向けて出力される。
【００５２】
　なお、撮像素子１５には、電荷の蓄積時間を調整するための手段であっていわゆる電子
シャッタ（図示せず）が組み込まれている。この電子シャッタは、電荷の掃き出しから読
み出しまでの時間を調整することによって得られる画像の露光時間を調整する。
【００５３】
　プロセッサ３に入力した画像信号は、プリプロセス回路２０においてアナログ信号から
デジタル信号への変換処理等の所定の信号処理が施された後、セレクト回路２３を介して
３つの同時化メモリ２４ｒ，２４ｇ，２４ｂへ選択的に記憶される。
【００５４】
　各同時化メモリ２４ｒ，２４ｇ，２４ｂに記憶された画像信号は、同時に読み出される
ことによってＲフイルタ３７及びＧフイルタ３８及びＢフイルタ３９が順次光路に挿入さ
れているタイミングの画像信号（いわゆる面順次画像信号）の同時化処理がおこなわれる
。
【００５５】
　調光回路２９には、プリプロセス回路２０からの出力信号が入力される。この調光回路
２９は、入力された画像信号の大きさに応じて得られる画像の明るさをおおよそ一定に保
つための調光信号を作成する。この調光信号は、光源装置７の照明光絞り１３を制御する
ことで光源装置７から出射される光量を調整する。なお、調光回路２９は、ＣＰＵ３１か
らの所定の制御信号によって制御されるようになっている。
【００５６】
　また、露光時間制御回路３０には、プリプロセス回路２０からの出力信号が入力される
。この露光時間制御回路３０は、入力される画像信号の大きさに応じて得られる画像の明
るさをおおよそ一定に保つために、撮像素子１５の電子シャッタの露光時間を制御する電
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子シャッタ制御信号を出力する。
【００５７】
　つまり、露光時間制御回路３０は、露光時間が最大になるようにＣＰＵ３１からの所定
の制御信号によって露光時間の制御をおこなうようになっている。
【００５８】
　上述したように同時化メモリ２４ｒ，２４ｇ，２４ｂから出力された画像信号は、画像
処理回路２５及び色調調整回路２６にて画像処理及び色調調整処理が施される。その後、
Ｒ，Ｇ，Ｂそれぞれの信号は、３つのＤ／Ａ変換回路２７ｒ，２７ｇ，２７ｂにてアナロ
グ信号に変換されてモニター４へと出力される。このモニター４において被写体の画像が
表示される。また、周辺装置５に対しては、符号化回路２８にて符号化処理が施された画
像信号が出力され、例えばＣＰＵ３１からの画像記録指示信号等に応じてそれぞれの装置
において画像信号記録処理等がなされる。
【００５９】
　本実施形態においては、赤外光観察時のモニター４上にはＲ成分（赤色成分），Ｇ成分
（緑色成分）として８０５ｎｍの波長が、Ｂ成分(青色成分)として９３０ｎｍの波長が表
示される。図６に示すグラフはＩＣＧの透過特性を示している。この図６に示すグラフに
おいて、横軸は波長を、縦軸は透過率をあらわしている。ここで、透過率が低くなってい
る波長は、ＩＣＧによる光の吸収が大きいことを示している。ＩＣＧ単独では、吸収の最
も大きい（透過率が最も低い）波長は８００ｎｍより少し短波長側である。しかし、生体
内に投与されたＩＣＧは、血清蛋白質と急速に結合し光学的に安定化され、最大吸収波長
は水溶液の波長７８５ｎｍから直ちに波長８０５ｎｍに移行する特性をもっている。この
ため、図６において血中ＩＣＧは波長８０５ｎｍにて透過率が最も低くなることを示して
いる。したがって、赤外光観察時のＲ成分（赤色成分），Ｇ成分（緑色成分）は効率的に
ＩＣＧへ吸収され、８０５ｎｍの波長の反射成分は極めて小さくなる。一方、Ｂ成分（青
色成分）を割り当てた９３０ｎｍ付近の波長では、図６に示すようにＩＣＧによる光の吸
収は少ない。
【００６０】
　したがって、被写体にＩＣＧが静脈注射してある状態であれば、波長８０５ｎｍの画像
は光がＩＣＧに吸収されることにより血管部が暗くなりコントラストの高い画像になる。
これに対して、波長９３０ｎｍの画像は光のＩＣＧによる吸収が少ないために血管部もあ
まり暗くならないのでコントラストの低い画像となる。
【００６１】
　上述したように波長８０５ｎｍは、モニター４のＧ成分及びＲ成分に割り当てられてお
り、波長９３０ｎｍは、モニター４のＢ成分に割り当てられている。このことから、モニ
ター４上ではＩＣＧによる吸収の結果、血管部が青く染まった画像が観察される。
【００６２】
　さらに、静脈内に投与されたＩＣＧは血中から選択的に肝臓に摂取され、腸肝循環や腎
からの排泄なく、肝より遊離の形で胆汁中に排泄されるため、時間経過と共に血中濃度は
低下していく。
【００６３】
　図７において、ＩＣＧ投与時間と血中濃度の関係を示している。この図７に示すように
、指数関数的に血中濃度は下降する。そのために、描出までの時間遅延と相関して画像上
に描出される青色（血管部の描画色）は薄くなっていくものと考えられる。なお、図７に
おいては、例えば体重当たり０．５ｍｇ／ｋｇのＩＣＧを投与した場合の血中濃度（ｍｇ
／ｄｌ）を示している。
【００６４】
　一方、胸腔鏡において肺を観察する場合には、以下のようになる。
【００６５】
　図８は、肺組織の一部を拡大して示す要部拡大概略図であって、正常肺の部位と気腫性
変化をきたしている部位とを概念的に示している。
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【００６６】
　通常の場合、正常肺６１においては組織の密度も高く肺表面の血流も豊富である。一方
、気腫性変化を来している部位（気腫肺という）６２ａ，６２ｂでは血流が疎であり、さ
らには 気腫 (Bulla) ６２ａ，６２ｂ内には血流が無いため、ＩＣＧ併用により血流を可
視化した場合には、気胸の原因となる気腫肺６２の部分はＩＣＧの色が描出されない。こ
の場合において、観察光として用いる赤外光は図９に示すように組織透過性が高いため、
従来の可視光による観察に比べて肺表面より深部の血流を可視化することが可能になる。
つまり、図９に示すように可視域の波長（Ｂ，Ｇ，Ｒ）に比べて赤外光（ＩＲ）は、組織
透過性が高く、可視域の波長より深部へと光が到達する。
【００６７】
　このことから、赤外光（ＩＲ）を用いれば、通常光（可視光；可視域の波長Ｒ，Ｇ，Ｂ
）では描出され得なかった肺表面よりも下側に隠れている微小な気腫 (Bulla) ６２ｂ（
図８参照）までをも画像として描出することができるようになる。
【００６８】
　なお、図８において、符号６３は動脈を、符号６４は静脈を、符号６５は胸膜を、符号
６６は肺胞を、符号６７は毛細管叢を、それぞれ示している。
【００６９】
　また、これまでの基礎的研究の結果によれば、ＩＣＧの描出について、正常部位に比べ
て気腫性変化のある部位は、十数秒～数十秒程度遅れて描出されることが病理学的にも照
明できることが明らかとなっている。
【００７０】
　図１０は、ＰＰＥ (Porcine Pancreatic Elastase) と呼ばれる酵素を、犬に対して注
入することで人工的に作成した肺気腫モデル及び正常部位の肺組織像を示している。この
うち、（Ａ）は正常組織像を示している。また（Ｂ）はＰＰＥ注入後、０日経過後の肺組
織像を、（Ｃ）はＰＰＥ注入後、１８日経過後の肺組織像を、（Ｄ）はＰＰＥ注入後、３
３日経過後の肺組織像を、それぞれ示している。なお、（Ａ）は４０倍の倍率の画像であ
り、（Ｂ），（Ｃ），（Ｄ）は１００倍の倍率の画像である。
【００７１】
　この肺組織に対してＩＣＧを静脈注射した後、約１５秒程度の遅れをもって二波長赤外
光観察下にてＩＣＧが描出されたエリアの組織像（Ｂ），（Ｃ），（Ｄ）は、正常組織（
Ａ）と比較して、肺胞構造の破壊を伴う肺気腫の組織像が認められることが明らかである
。
【００７２】
　さらに、肺は加齢と共に塵粉沈着が認められるために、胸腔内観察において複数の波長
の赤外光を利用して、血流情報に疑似的な色を割り当てることで塵粉の影響を受けずによ
り明瞭に気腫部位を描出することが可能になる。なお、単一波長の場合はモノクロ画像と
なるため、塵粉と正常肺や気腫肺の濃淡との区別がつき難い傾向がある。
【００７３】
　図１１は、ＩＣＧ静脈注射後の経過時間と肺胸膜下の血流中のＩＣＧ濃度との関係を示
すグラフである。この図１１において、５つの曲線は、山の高い方から順に、代表的な正
常肺（実線）、正常肺と気腫肺との境界にある肺（破線）、代表的な気腫肺の三例（実線
）のようすを示し、それぞれの各々の部位におけるＩＣＧの描出が最大濃度となるＩＣＧ
色素最大値（Ｎ１，Ｂ１，Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３）を示したものである。
【００７４】
　ＩＣＧの描出までの時間が長いほど、気腫化が進んだ部位であり、描出までの時間を要
する傾向が示されている。このことから最大色素量も少なくなる傾向がわかる。
【００７５】
　したがって、赤外光観察にて、肺表面の色濃度、濃度変化の時間により気腫肺と正常肺
とを判別することが可能である。
【００７６】
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　次に、画像処理回路２５の作用を図１２のブロック構成図を用いて、以下に説明する。
【００７７】
　同時化メモリ２４ｒ，２４ｇ，２４ｂから出力された画像信号（ＲＧＢ信号）は、画像
処理をおこなう最初のフレームでは第１セレクタ２５ａにより色素量最大の色を記憶する
フレームメモリ２５ｃに取り込まれる。
【００７８】
　なお、ここで最初のフレーム指定（画像処理の開始）は、図１のスコープ２の操作部の
レリーズスイッチ（ＳＷ）１７をＩＣＧ注入と同時に押すことでおこなえばよい。また、
これとは別に、画面内でＩＣＧが描出された時点で自動的におこなうようにしてもよい。
【００７９】
　次いで、第１色素量算出回路２５ｄにて次に続くフレームの各位置における色素量が計
算されると共に、第２色素量算出回路２５ｅにてフレームメモリ２５ｃに記憶されたフレ
ームの各位置の色素量が計算される。そして、この両者が比較回路２５ｆにて比較され、
濃度が濃くなる方向に変化した位置については、フレームメモリに記憶される色情報（Ｒ
ＧＢ）が更新される。また、濃度が薄くなる方向に変化した場合には色情報は更新されな
い。
【００８０】
　以降、同様の手順でフレームメモリの各点において色情報の比較及び色情報の更新がお
こなわれる。これにより最終的には、出力Ａから画像処理時間中の最も色素の多い状態の
画像が出力される。これと同時に、色調調整回路２６に対しては、ＲＧＢ信号が図１２に
示す出力Ｃとして直接出力されるようになっている。
【００８１】
　図７に示すようにＩＣＧ投与時間と血中濃度との関係は指数関数的に下降する傾向にあ
るのは、上述した通りである。そのために、描出までの時間遅延がある場合には、その時
間遅延と相関関係をもってＩＣＧ色素量が減少していくと考えられる。
【００８２】
　したがって、上述した画像処理回路２５による処理をおこなうことによって、図１１に
示すＩＣＧ静脈注射後の経過時間によらずに、その部位の血流中の最大ＩＣＧ濃度（図１
１のピーク点における色情報）が表示されることになる。
【００８３】
　図１３は、このときのモニター４の表示画面における表示例を示すものである。この図
１３に示すようにＩＣＧ色素量（色の濃さ）が胸腔鏡画像として表示されるため、気腫性
変化を定量化し、ある閾値（例えば、波長９３０ｎｍに割り当てた青色成分の割り合いが
５０％）で二値化表示することもできる。
【００８４】
　なお、閾値は予め設定しておいてもよい。また、後述するように図１４に示すように画
面上の所望の領域を指定して、その指定領域の平均色素量あるいは平均色素量を基準とし
た乖離幅に基づき閾値生成回路（特に図示せず）を用いて設定するようにしてもよい。
【００８５】
　所望の領域を指定するには、例えばキーボード（図示せず）またはマウス等のポインテ
ィングデバイス（図示せず）等を用いて、使用者が画面内の所望の座標等を指定すること
によりおこなう。なお、指定する領域は複数指定するようにしてもよい。
【００８６】
　また、図１４に示すように処理画像（Digitalized Image）Ｈを胸腔鏡の実画像（Norma
l Image）Ｇと同一画面内に並べて表示するようにしてもよい。なお、図１４に示す例で
は、処理画像Ｈには、前述したように使用者により指定した指定領域Ｊを明示されるよう
にしている。また、同処理画像Ｈの近傍に、閾値を表わす線図が表示されるようにしてい
る。
【００８７】
　さらに、これとは別に画像参照用の異なるモニターを用意して、この別モニターに処理
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画像を表示させるようにしてもよい。
【００８８】
　ここで、ＩＣＧ色素量（ＩＩＣＧ）を求める式は、色素量算出回路（２５ｄ，２５ｅ）
に入力される信号Ｒ，Ｇ，Ｂのそれぞれの大きさをＲｉｎ，Ｇｉｎ，Ｂｉｎとすると、
　ＩＩＣＧ＝Ｌｏｇ（Ｂｉｎ／Ｒｉｎ）
で表わされる。
【００８９】
　一方、気腫性変化を時間遅延のみで評価することも可能である。この場合には、以下の
構成及び手順によりおこなえばよい。
【００９０】
　すなわち、上述の図１２によって説明した最大色素量の算出手順に加えて、さらにフレ
ームメモリ２５ｃの情報と比較するＲＧＢ信号は、比較回路２５ｆにて濃度変化が上昇し
ている場合のみ色発生回路２５ｇにて色を割り当てて胸腔鏡画像を重畳させる。
【００９１】
　つまり、上述の同時化メモリ２４ｒ，２４ｇ，２４ｂから出力された画像信号（ＲＧＢ
信号）は、最大色素量の算出手順においてフレームの各点毎に色素量の比較がなされ、そ
の結果が第２セレクタ２５ｂへも入力される。
【００９２】
　その一方で、基準のＲＧＢ信号に対して画像処理をおこなう最初のフレームからの時間
（枚数）によって、一様に疑似色を発生させるような色発生回路２５ｇ入力される。最初
のフレーム指定（画像処理の開始）では、色発生回路２５ｇより出力された情報が第２セ
レクタ２５ｂによって疑似色を記憶するメモリ２５ｈに直接取り込まれる。
【００９３】
　それ以降は、第２セレクタ５２５ｂに入力された色素量の比較結果を受けて、算出濃度
が濃くなった部位のみ色発生回路により発生された疑似色情報（ＲＧＢ信号）がメモリ２
５ｈに記憶される（更新される）。算出濃度が薄くなる方向に変化している場合は、色情
報は更新されない。
【００９４】
　以降、同様の処理がなされて、最終的には最大色素量が検出されるまでの時間の分布が
表示されることになる。
【００９５】
　メモリ２５ｈに記憶されたＲＧＢ信号と直接出力される出力Ｃからの信号を、時間の分
布として重畳させる。
【００９６】
　例えば、図１５に示すように最大色素量が検出されるまでの時間が大きいほど赤くなる
ように割り当てることで、同図に示すような画像が得られる。これにより赤成分が大きい
ほど、気腫性変化の大きな部位であることが容易に判断できる。さらに、遅延時間と気腫
肺の相関から、例えば正常部位からの遅延時間（例えば１０秒～６０秒程度）で閾値を設
定することで、二値化表示することもできる。具体的には、例えば図１５においては、閾
値を破線で表示されている部位Ｄとし、この破線で囲われている部位Ｄの部分と、それ以
外の部分とを、異なる色で表示する。
【００９７】
　また、算出された色素量が所定の濃度以上を示している総時間の分布を表示することや
、さらに所定の時間、例えば３０秒などのように閾値を設けて二値化表示することもでき
る。この場合の表示例を図１５に示すが、この場合、総時間が長いものが正常部位となる
ために、青側の部分が正常となる点のみ遅延時間の表示とは異なる。
【００９８】
　上述したようにＩＣＧが描出されている総時間が長いほど正常肺に近いことを示す（図
１１参照）。このことから、描出時間で色を割り当てて図１５に示すような表示とするこ
ともできる。この場合には、もっとも長く描出されている部位を基準として、その時間と
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の比較により閾値を設定する。
【００９９】
　なお、上述の画像処理解析をおこなう際には、スコープ２の視野を固定するか、または
画像内の特徴点を追尾して、観察位置の特定をおこなう必要がある。前者による場合は、
図１６に示すようにスコープ等の撮像手段を、例えば手術用ベッドに固設したホルダー等
によって固定する。
【０１００】
　また、開腹開胸術（Open Surgery）の場合には、術野全体を観察し得る位置に無影灯な
どを固設するとよい。ただし、観察光は二波長のみとする。
【０１０１】
　また、簡単には、ＩＣＧの濃度が頂点を示す部分（正常部で最も血流が豊富な部分であ
ると考えられる部分）が観察された時点の画像を取り込み、この画像の各部の色素量を前
記と同様の手順で設定した閾値を用いて二値化表示することもできる。
【０１０２】
　さらに、明らかに正常であることが判っている部分を領域指定し、この正常部分の色素
量の平均値が頂点を示した時点の画像や、画面全体（画像１フレーム分）の色素量の平均
が頂点を示した時点の画像を、同様に利用することもできる。
【０１０３】
　さらにまた、例えば15秒といった設定時間を予め設定しておいてもよい。
【０１０４】
　また、ＩＣＧが最初に描出されてからα秒（具体的には十数秒程度）後で評価するよう
にしてもよい。
【０１０５】
　なお、上述したように図５は本実施形態の赤外内視鏡システムによる画像解析手法の設
定手順をまとめて示す流れ図である。これらの画像解析処理がなされた後に作成される処
理画像は、所定の表示形態でモニター４の表示画面に表示されるようにする。また、この
とき所定の画像データ処理をおこなって二値化表示をおこなうようになっている。
【０１０６】
　さらに、これらの画像に基づいて、より青色の濃淡を強調する処理をおこない、その処
理結果の画像を表示するようにしてもよい。この場合には、算出された平均色素量と色素
量との差に基づいた強調係数αが画素毎に算出される。
【０１０７】
　α＝ＩＩＣＧ－Ａｖｅ（ＩＩＣＧ）
　ここで、Ａｖｅ（ＩＩＣＧ）は、画像１フレーム分（フレーム全体または選択範囲）の
平均値とし、出力信号Ｒｏｕｔ，Ｇｏｕｔ，Ｂｏｕｔは、
　Ｒｏｕｔ＝Ｒｉｎ×ｅｘｐ（ｈ×ｋＲ×α）
　Ｇｏｕｔ＝Ｇｉｎ×ｅｘｐ（ｈ×ｋＲ×α）
　Ｂｏｕｔ＝Ｂｉｎ×ｅｘｐ（ｈ×ｋＲ×α）
で表わすことができる。ここで、ｋＲ，ｋＧ，ｋＢは、対象となる色素の色毎の吸収率に
より決まる係数である。また、ｈは強調の度合いを表わす係数（ＣＰＵにより設定される
色素強調レベルで決定される）である。
【０１０８】
　これによれば、色素量と平均色素量との差である強調係数で強調処理したことから、偏
った色分布を示す画像であっても効果的に強調することができる。
【０１０９】
　ここで、肺気腫に対して上述の赤外内視鏡システムを用いた胸腔鏡手術の具体的使用方
法について、以下に説明する。
【０１１０】
　まず、(1) 患者を全身麻酔下において片肺換気とし患側を上にした側臥位をとらせる。
【０１１１】
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　次に、(2) 内視鏡装置１（図１参照）の光源装置７及びプロセッサ３の電源と、その他
の各周辺装置の電源を投入する（オン（ＯＮ）状態にする）。
【０１１２】
　(3) 光源装置７のランプスイッチ（図示せず）をオン状態にした後、通常観察モード（
可視光観察モード）の状態でホワイトバランスをとる。
【０１１３】
　(4) 画像解析処理の設定をおこなう（図５参照）。このとき、必要に応じて解析領域の
指定をおこなう。
【０１１４】
　(5)一般的な胸腔鏡手術と同様に、体外と胸腔内とを連結する切開部を必要な数だけ設
け、トロッカー、すなわち直径φ５ｍｍ～φ１０ｍｍ程度の案内管を胸壁肋間に留置する
。
【０１１５】
　(6) スコープを胸腔内に挿入する。そして、通常観察モード（可視光観察モード）で胸
腔内を観察する。これにより気腫 (Bulla) の位置及び観察対象範囲を確認する。
【０１１６】
　(7) 必要に応じていったんスコープ（処置具）を引き抜く。そして、脱気していた患側
の肺に気管チューブ経由で適切な圧力によって空気を送り込む。これにより、当該肺の全
体を拡張させる。
【０１１７】
　(8) その後、しばらく患側の気管支の内圧を大気圧に開放する、すなわち萎んだ状態と
する。そして、その後、再度胸腔鏡を胸腔内に挿入する。この時点より、以降(10)の工程
までの間では、肺実質に触れないようにする。
【０１１８】
　なお、含気していない肺、すなわち無気肺は、組織の密度が高いために血管も密に存在
する。胸腔内観察時に肺実質に触れた場合、触れていない部分と比べて含気か無気状態か
に相違が生じる。このために、赤外観察時にＩＣＧ密度の検出が不正確になる可能性があ
る。したがって、患側の肺全体を拡張させた後、一様に脱気、すなわち気管支内圧を大気
圧に開放した状態にしておくのが望ましい。
【０１１９】
　(9) 観察装置によって観察範囲を確認する。そして、赤外観察モードに切り替え、観察
範囲を固定する。この場合における固定は、例えば図１６に示すように患者１００を載せ
た手術台７０に接続固定され観察装置である胸腔鏡７１の一部を保持固定するスコープホ
ルダ７２のようなものを用いてもよいし、手術助手が保持していてもよい。
【０１２０】
　(10) ＩＣＧを患者の静脈内に投与する。ここで、画像処理回路２５による演算が開始
される。
【０１２１】
　なお、この場合におけるＩＣＧの投与量は、患者の体重当たりの投与量０．５～５ｍｇ
／ｋｇとする。静脈内への投与は、予め留置されている静脈ラインを介して可及的に（十
数秒以内に）投与する。
【０１２２】
　(11) 画像処理結果が観察装置の表示装置（モニター４）において表示される。
【０１２３】
　(12)処理結果を観察しながら、必要に応じて電気メスやクリップ等の適切な器具を用い
てマーキング処置をおこなう。
【０１２４】
　このマーキング処置は、例えば高周波や超音波や熱等を用いた胸腔鏡用のエネルギー処
置具を用いる。また、これとは別に、例えば針糸やクリップ等を用いてもよい。
【０１２５】
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　これに続いて、切開手段により当該部位を切除し、その後、所定の縫合手段を用いて切
開箇所を縫合する。なお、この場合において用いる縫合手段は、例えば自動縫合機を用い
るのが好ましい。ただし、微小なものであれば、例えば高周波電気メスや超音波凝固装置
，レーザーメス等のエネルギー治療装置により縫縮してもよい。
【０１２６】
　(13) 必要に応じて、上述の(7)以降の作業工程を繰り返す。
【０１２７】
　(14) 気腫病変の処置が完了後、リークテスト、すなわち胸腔内に生理食塩水を満たし
た後、気管支内圧をかけてリークの有無を確認するテストをおこなう。
【０１２８】
　なお、本実施形態では、図１に示すように画像処理回路２５をプロセッサ３の内部に設
けて構成しているが、このような構成に限らず、例えば画像処理回路２５を別体に設ける
ようにしてもよい。
【０１２９】
　上述の例では、肺気腫病変に対する適応を示したが、同様の解析方法を利用した手術適
応としては、これ以外に例えば腸間膜動脈塞栓症や心筋梗塞や狭心症に対する応用が考え
られる。
【０１３０】
　次に、腹腔鏡における腸管膜動脈塞栓症の腸間膜の観察をおこなう際の本実施形態の赤
外内視鏡システムの利用方法は以下の通りである。
【０１３１】
　手術後などに発症する腸間膜動脈閉塞は、多くの場合、多数分岐した細い腸間膜動脈に
小さな血栓が詰まることによって、腸管の壊死を引き起こすという非常に予後不良の疾患
である。その治療または手術方法は、一般的に次のようなものである。
【０１３２】
　すなわち、開腹下では、上腸間膜動脈の血栓を触知することで血栓位置を判断し、腹部
大動脈から分岐した直径５ｍｍ程度の太い動脈の血栓除去術をおこなった後、壊死に陥っ
た腸管の切除をおこなう。
【０１３３】
　しかし、腸間膜動脈は末梢ではループを描き一箇所で詰まったとしてもその回りから血
流が入って来て壊死を免れている場合がある。しがって、現状においては腸管の漿膜面の
色調変化から腸管組織の壊死程度を推定し、可逆的変化であるか不可逆的変化であるかを
推定し、腸管の切除する部位を決定している。しかし、その情報の判断には主観的評価が
入るため正確に判断することは非常に難しい。この場合には、腸管を切り過ぎて消化吸収
機能に悪影響を与え、逆に不可逆に壊死に陥った部分を残すと手術後、腸管に孔が空き腹
膜炎を併発することもある。
【０１３４】
　上述の赤外内視鏡システムにおいては、組織血流分布を可視化し、肺気腫の場合と同じ
ように画像解析をおこなって定量化しモニター４の表示画面上に解析画像を表示すること
によって、客観的にかつ正確に処置領域を特定し、切り過ぎや切り残し等を防ぎ得るよう
になる。この場合において、腸管膜動静脈や血流が流れ込む腸管前壁漿膜側を中心に観察
する。なお、観察は腹腔鏡下に限ることはなく、開腹下においておこなうことも可能であ
る。
【０１３５】
　腹腔鏡下における腸管膜動脈塞栓症の腸間膜に対して、上述の赤外内視鏡システムを用
いた腹腔鏡下における具体的な使用方法について、以下に説明する。
【０１３６】
　まず、(1) 患者を全身麻酔下において、開腹あるいは腹腔鏡下で観察処置をおこなう。
【０１３７】
　次に、(2) 内視鏡装置１（図１参照）の光源装置７及びプロセッサ３の電源と、その他
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の各周辺装置の電源を投入する（オン（ＯＮ）状態にする）。
【０１３８】
　(3) 光源装置７のランプスイッチ（図示せず）をオン状態にした後、通常観察モード（
可視光観察モード）の状態でホワイトバランスをとる。
【０１３９】
　(4)画像解析処理の設定をおこなう（図５参照）。このとき、必要に応じて解析領域の
指定をおこなう。
【０１４０】
　(5) 腹腔鏡手術の場合には、体外と腹腔内とを連結する切開部を必要な数だけ設け、ト
ロッカー、すなわち直径φ５ｍｍ～φ１０ｍｍ程度の案内管を腹壁に留置する。その後、
腹腔内に炭酸ガスを送り込むことで術野を確保する気腹処置をおこなう。
【０１４１】
　(6) スコープ及び処置具を腹腔内に挿入する。そして、通常観察モード（可視光観察モ
ード）で腹腔内の検索をおこなう。
【０１４２】
　(7) 観察装置を赤外観察モードに切り替えた後、ＩＣＧを患者の静脈内に投与する。こ
こで、画像処理回路２５による演算が開始される。
【０１４３】
　なお、このときのＩＣＧの投与量は、患者の体重当たりの投与量０．５～５ｍｇ／ｋｇ
とする。静脈内への投与は、予め留置されている静脈ラインを介して可及的に（十数秒以
内に）投与する。
【０１４４】
　(8) 処置具にて腸間膜を展開して腸管前壁漿膜面を観察する。ここで、ＩＣＧの描出さ
れる範囲と、ＩＣＧの描出されない範囲と、ＩＣＧが遅れて描出される範囲を確認する。
そして、必要に応じてマーキング処置をおこなう。この作業工程によって虚血部位を同定
する。
【０１４５】
　(9) さらに、虚血部位へ流れ込む動脈を同定する。
【０１４６】
　(10) 赤外観察モードから通常観察モードに切り替えた後、虚血部位に流入する動脈の
血栓除去術をおこなう。その後さらに腸管の虚血部位を切除する。
【０１４７】
　(11) 必要に応じて、上述の(5)以降の作業工程を繰り返す。これにより虚血部位が存在
しないことを確認する（手術効果を評価する）。
【０１４８】
　次に、胸腔鏡における心筋梗塞および狭心症の冠動脈の観察をおこなう際の本実施形態
の赤外内視鏡システムの利用方法は以下の通りである。
【０１４９】
　心筋梗塞や狭心症は心臓の栄養血管である冠動脈の閉塞や狭窄による血流の途絶あるい
は欠乏の状態である。その外科処置は、大動脈や内胸動脈などを使い、詰まった冠動脈の
末梢にバイパスする手術をおこなう。その際に、バイパスする部位は手術前の血管造影検
査の結果と、その部位の動脈硬化の程度をみて判断する。さらに、バイパス後は、バイパ
スの血流量を電磁流量計やドップラ血流計で計測し、血流の再開を調べる。
【０１５０】
　バイパス部位を判断するにあたっては、本実施形態の赤外内視鏡システムで組織（心臓
）の血流量を術中に定量化して把握することによって、従来の冠状動脈の状態を単独で判
断した場合と比較して組織の機能面での評価が可能となり、バイパス部位をより正確に決
めることが可能になる。
【０１５１】
　さらに、バイパス後の組織血流量の改善も術中に画像として定量評価が可能であり、手
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術成績の向上を図ることが可能である。なお、観察は腹腔鏡下に限らず、開腹下でおこな
うことも可能である。
【０１５２】
　なお、前記定量化をおこなうに当たっては、画像処理時間中、視野を固定しておく必要
が生じる。しかし、観察対象が心臓の場合は、拍動の影響があるため図１２に示すように
、患者に取り付けた心電計６９のデータをプロセッサ３のＣＰＵ３１へ取り込み、色素最
大の色を記憶するフレームメモリ２５ｃへの取り込みタイミングを制御することで、拍動
の影響を排除することができる。
【０１５３】
　心筋梗塞および狭心症に対して上述の赤外内視鏡システムを用いた胸腔鏡補助下におけ
る具体的な使用方法は以下の通りである。
【０１５４】
　(1) 患者を全身麻酔下において、開胸あるいは胸腔鏡下で観察処置をおこなう。
【０１５５】
　次に、(2) 内視鏡装置１（図１参照）の光源装置７及びプロセッサ３の電源と、その他
の各周辺装置の電源を投入する（オン（ＯＮ）状態にする）。
【０１５６】
　(3) 光源装置７のランプスイッチ（図示せず）をオン状態にした後、通常観察モード（
可視光観察モード）の状態でホワイトバランスをとる。
【０１５７】
　(4)画像解析処理の設定をおこなう（図５参照）。このとき、必要に応じて解析領域の
指定をおこなう。
【０１５８】
　(5) 胸腔鏡手術の場合には、体外と胸腔内とを連結する切開部を必要な数だけ設け、ト
ロッカー、すなわち直径φ５ｍｍ～φ１０ｍｍ程度の案内管を胸壁に留置する。
【０１５９】
　(6) スコープ及び処置具を胸腔内に挿入する。そして、通常観察モード（可視光観察モ
ード）で胸腔内の観察をおこなう。
【０１６０】
　(7) 観察装置を赤外観察モードに切り替えた後、ＩＣＧを患者の静脈内に投与する。こ
こで、画像処理回路２５による演算が開始される。
【０１６１】
　なお、このときのＩＣＧの投与量は、患者の体重当たりの投与量０．５～５ｍｇ／ｋｇ
とする。静脈内への投与は、予め留置されている静脈ラインを介して可及的に（十数秒以
内に）投与する。
【０１６２】
　(8) 心表面を観察して、ＩＣＧの描出されない部位あるいはＩＣＧが遅れて描出される
部位、すなわち虚血部位のマーキングをおこなう。そして、術前評価と比較してバイパス
部分を決定する。
【０１６３】
　(9) 人工心肺を装着してバイパス術をおこなう。胸腔鏡観察下でおこなう場合は、赤外
観察モードから通常観察モードに切り替えた後におこなう。開胸下でおこなう場合は直視
でおこなう。
【０１６４】
　(10) 人工心肺を外して、再度上述の(6)以降の手順によってバイパス血流再開術前の虚
血部位の組織血流量の改善を評価する。
【０１６５】
　さらに、他の疾患、例えば血流の不均等分布として、肝腫瘍，リンパ網内系腫瘍，腎腫
瘍，膵腫瘍，副腎腫瘍等の腫瘍性病変への用途が考えられる。
【０１６６】
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　腫瘍は、一般に腫瘍血管を新生し、正常組織に比べて血流が豊富とされているため、本
実施形態の赤外内視鏡システムで腹腔内や胸腔内の観察をおこなうことで、リアルタイム
で腫瘍の広がりを確認することが可能になり、また手術操作に重要な情報が提供される。
【０１６７】
　以上説明したように上記一実施形態によれば、８０５ｎｍの波長を含む第１の波長帯域
の光と８０５ｎｍの波長を含まずそれよりも長波長側の第２の波長帯域の光とを放射する
光源装置と、光源装置から放射された光により照射された被写体の第１の波長帯域の像と
第２の波長帯域の像とで表示する色成分を各々赤，緑，青のいずれかに割り当てて、ＩＣ
Ｇ（赤外吸収色素）を第２の波長帯域の光によって撮像し、割り付けられた色成分で表示
する。これにより、通常光（可視光）では描出できない深部の血流（血管走行）をＩＣＧ
の存在を描出することによって、赤，緑，青のいずれかの色成分で表示し識別することが
可能となる。
【０１６８】
　虚血性の疾患等、正常組織と臓器内血流が異なる疾患において、ＩＣＧを静脈内投与す
ると、血流豊富な部位は第１の波長帯域の光（８０５ｎｍ）が吸収され、それよりも長波
長側の第２の波長帯域の光のみが反射されるため、静脈注射後速やかに第２の波長帯域に
割り当てられた色が描出される。一方、血流の不足する部位は、少なくともＩＣＧを静脈
投与した後、ある程度の時間が経過するまで第１，第２の波長帯域の光が反射されること
になり、その結果として、その間は白色に描出される。
【０１６９】
　このように手術中においてリアルタイムに、画像の色情報や描出されるまでの時間遅延
の情報などを得ることができ、これらの情報によって虚血部位を同定することが容易に可
能になる。
【０１７０】
　例えば、血流豊富な健常肺と実質が空胞で血流がない気腫肺とにおいては、気腫肺は血
流が不足しているために少なくともＩＣＧを静脈投与した後、ある程度の時間が経過する
までは第１，第２の波長帯域の光が反射されて、その結果として、その間は白色に描出さ
れることになる。
【０１７１】
　さらに、表示する画像データを演算処理し色成分を数値化することにより、肉眼的にお
こなっていた評価を定量的に評価することができるので、術者など使用者毎に病変部の評
価が相違するなどのことがなく、信頼性の高い評価を得ることができる。特に、ＩＣＧの
静脈注射による投与後、病変部で割り付けられた色として描出されるまでに時間遅延があ
る場合に、画像解析処理（演算処理）をおこなうことで、例えば気腫性変化の程度を客観
的にかつ正確に評価し判断することが容易にできる。
【０１７２】
　なお、本発明は、近赤外領域の波長と、ＣＣＤ等の撮像素子を用いることで、直視では
得ることのできない画像情報を得るようにするという目的がある。したがって、その本発
明の対象は、言うまでもなく内視鏡手術に限定されるものではない。
【０１７３】
　さらに、適応する疾患としては、上述したように虚血性疾患のように正常部と病変部で
血流の相違があるもの全てに対して応用が可能である。
【０１７４】
　したがって、これによれば、臓器表面等の血流に着目し、血流分布をリアルタイムで画
像として可視化すると共に、この画像についての解析を施すことによって処置対象部位を
客観的に容易にかつ正確に判断し適切な治療及び治療効果の確認をおこない得る手術用の
赤外内視鏡システム（赤外観察システム）を提供することができる。
【０１７５】
　また、従来の内視鏡下手術における問題点を改善し、直視では得られない情報を赤外光
と撮像手段とを組み合わせることによって獲得し、手術のより安全性や成績の向上に寄与
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し得る手術用の赤外内視鏡システム（赤外観察システム）を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１７６】
【図１】本発明の第１の実施形態の赤外観察システム（赤外内視鏡システム）に用いられ
る内視鏡装置の全体構成を示すブロック構成図。
【図２】図１の内視鏡装置における光源装置に設けられる赤外可視切替フイルタの構成を
示す図。
【図３】図１の内視鏡装置における光源装置に設けられるＲＧＢ回転フイルタの構成を示
す図。
【図４】図２の赤外可視切替フイルタと図３のＲＧＢ回転フイルタとを組み合わせた際の
特性を説明する図。
【図５】図１の内視鏡装置において実行される画像解析処理の設定手順の流れを示す図。
【図６】ＩＣＧの波長による透過特性を示すグラフ。
【図７】ＩＣＧ投与後の時間経過と血中濃度の関係を示すグラフ。
【図８】肺組織の一部を拡大して示す要部拡大概略図。
【図９】光の波長と観察深さとの関係を模式的に示す図。
【図１０】人工的に作成した肺気腫モデル及び正常部位の肺組織像。
【図１１】ＩＣＧ静脈注射後の経過時間と肺胸膜下の血流中のＩＣＧ濃度との関係を示す
グラフ。
【図１２】図１の赤外観察システムのプロセッサ内に設けられる画像処理回路の内部構成
の概略を示すブロック構成図。
【図１３】図１２の画像処理回路による処理の結果表示される画像解析表示の一例を示し
、ＩＣＧ静脈注射後のＩＣＧ色素量（色の濃さ）を胸腔鏡画像として表示した図。
【図１４】図１２の画像処理回路による処理の結果表示される画像解析表示の別の一例を
示す図。
【図１５】図１２の画像処理回路による処理の結果表示される画像解析表示の他の例を示
し、気腫性変化を時間遅延で評価する際の表示例を示す図。
【図１６】図１の赤外観察システムを用いた肺気腫及び気胸に対する胸腔鏡手術において
観察範囲を固定する手段の一例を示し、手術台に接続固定され観察装置（胸腔鏡）の一部
を保持固定するスコープホルダを示す図。
【符号の説明】
【０１７７】
１……内視鏡装置
２……スコープ
３……プロセッサ
４……モニター
５……周辺装置
７……光源装置
９……赤外可視切替フイルタ
１１……回転フイルタ
１４……ライトガイドファイバー
１５……撮像素子
１６……フイルタ切替スイッチ
１９……画像処理設定スイッチ
２５……画像処理回路
２５ａ……第１セレクタ
２５ｂ……第２セレクタ
２５ｃ……フレームメモリ
２５ｄ……第１色素量算出回路
２５ｅ……第２色素量算出回路
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２５ｆ……比較回路
２５ｇ……色発生回路
２５ｈ……メモリ
２６……色調調整回路
２７ｒ，２７ｇ，２７ｂ……Ｄ／Ａ変換回路
３０……露光時間制御回路
３５……可視光透過フイルタ
３６……赤外光透過フイルタ
６９……心電計
７１……胸腔鏡
７２……スコープホルダ
代理人弁理士伊藤進

【図１】 【図２】
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的光源装置7和不包括波长的第二波长范围的光构成。一个图像拾取装置
捕获从光源装置发出的光照射的对象的第一和第二波长范围中的各个图
像，并且显示装置显示第一和第二图像的相应图像，其具有805nm并且
具有比其长的波长。由图像拾取装置捕获的第二波长范围作为红色，绿
色或蓝色的颜色分量中的任一个。该观察系统还具有图像分析装置25，
其向患者施用红外吸收颜料并检测和量化红外吸收颜料的量，并且显示
装置通过图像分析装置可视化并显示分析结果。Ž
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